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頁

22

44

88

1100

1188

第１項　より良い生活習慣の形成、生活習慣の改善 2222

第２項　生活習慣病の早期発見・対策 2288

3322

3344

第１項　医療機能の適切な分化と連携 4400

第２項　外来医療に係る医療提供体制の確保
　　　　　　　　　　　（外来医療計画を含む）

4444

第３項　医療情報の提供・ネットワーク化 4488

第４項　医療安全対策 5500

第５項　人権に配慮した保健医療 5522

第６項　移植医療 5544

第７項　血液の確保 5566

第１項　がん　※ 5588

第２項　脳卒中　※ 6644

第３項　心筋梗塞等の心血管疾患　※ 7700

第４項　糖尿病　※ 7788

第５項　精神疾患　※ 8844

第６項　認知症 9988

第７項　難病 110044

第８項　アレルギー疾患 110088

第１項　在宅医療　※ 111122

第２項　救急医療　※ 111188

第３項　災害医療　※ 112288

第４項   新興感染症発生・まん延時における医療※ 113366

第５項　へき地の医療　※ 114400

第６項　周産期医療　※ 114466

第７項　小児医療（小児救急医療を含む）※ 115522

第８項　歯科保健医療 116600

第９項　母子保健 116644

第10項　高齢者保健医療福祉（介護保険を含む） 116688

第11項　障がい保健医療福祉 117722

117766

118888

119922

119966

220000

220022

220044

220055

220088

第１項　感染症対策の推進 221100

第２項　結核 221122

第３項　エイズ・性感染症・肝炎 221144

第１項　食中毒・食品安全 221188

第２項　医薬品等の安全対策 222200

222244

331100

※は国の医療計画作成指針で示されている５疾病６事業及び在宅医療の項目

第５章　地域にお
ける健康危機への
対応

第１節  健康危機管理に関する体制

第２節　感染症への
対策

第３節　食品、医薬品
等の安全対策

第３編　二次保健医療圏における計画の推進に向けて（圏域編）

第４編　計画の実現に向けて

第４章　地域の保
健医療を支える人
材の確保・育成

第１節　医師（医師確保計画を含む）

第２節　歯科医師

第３節　薬剤師（薬剤師確保計画を含む）

第４節　保健師・助産師・看護師・准看護師

第５節　管理栄養士・栄養士

第６節　歯科衛生士・歯科技工士

第７節　その他の保健医療従事者

第８節　介護・福祉従事者

第２編
　基本計画

第１章　保健医療圏の設定と基準病床数

第２章　生涯を通
じた健康づくり

第１節 生活習慣病の
発症予防と重症化予防

第２節　生活機能の維持・向上

第３節　社会環境の質の向上

第８次熊本県保健医療計画　項目一覧

第３章　地域でい
つまでも安心して
暮らせる保健医療
の提供

第１節　住民・患者の
立場に立った保健医療
施策の推進

第２節　疾病に応じた
保健医療施策の推進

第３節　特定の課題に
応じた保健医療施策の
推進

項　　目　　名

第１編
　基本構想

第１章　計画策定の考え方

第２章　計画改定の背景

第３章　計画の目標と施策の柱

第４章　地域医療構想の推進




